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代
に
な
っ
て
い
ま
す
。

市
税
や
地
方
交
付
税
以
外
で
は
、
収
入

不
足
を
補
っ
て
き
た
基
金
（
貯
金
）
が
残

り
少
な
く
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
道
路

整
備
や
学
校
整
備
な
ど
大
き
な
事
業
を
行

う
た
め
に
発
行
し
て
き
た
市
債
（
借
金
）

も
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
な
ど
、
懸
念
す

る
こ
と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

次
回
は
、
こ
の
基
金
や
市
債
な
ど
を
中

心
に
紹
介
し
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
話
題
に

つ
い
て
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
・
ご
提
案
を

お
寄
せ
く
だ
さ
い
。

ご
意
見
・
ご
提
案
に
つ
い
て
は
、

経

営
改
革
推
進
室
、
ま
た
は

財
政
課
（
〒

５
２
２-

８
５
０
１
）
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　22　
１
３
９
８

番
、
Ｅ
メ
ー
ル：

keieikaikaku@
m

a.
city.hikone.shiga.jp

ま
で
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「
広
報
ひ
こ
ね
」
４
月
15
日
号
で
お
伝
え
し
た
と
お
り
、
現
在
、
彦
根
市
の
財
政
は
大

変
厳
し
い
状
況
で
す
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
彦
根
市
の
財
政
が
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
、
他
市
と

の
比
較
な
ど
を
交
え
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
、
ま
た
、
市
の
財
政
が
ど
う
す
れ
ば

よ
く
な
る
の
か
を
、
市
民
の
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
や
ア
イ
デ
ア
も
参
考
に
し
て
考
え
て
い

き
ま
す
。

限
ら
れ
た
財
源

市
が
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
を
展
開
し
て
い

く
た
め
に
は
、
そ
の
元
と
な
る
財
源
が
必

要
で
す
。
し
か
し
こ
の
数
年
、
市
の
財
源

が
減
少
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

例
え
ば
、
歳
入
の
柱
の
一
つ
に
市
税
収

入
（
市
民
税
や
固
定
資
産
税
な
ど
）
が
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
個
人
の
所
得
な
ど
を

含
め
た
経
済
情
勢
に
左
右
さ
れ
る
た
め
、

現
在
の
よ
う
に
景
気
が
低
迷
す
る
な
か
で

は
、
あ
ま
り
大
き
な
伸
び
は
期
待
で
き
ま

せ
ん
。

一
方
、
市
税
と
並
ぶ
歳
入
の
柱
で
あ
る

地
方
交
付
税
（
※
）
や
国
庫
支
出
金
に
つ

い
て
は
、
補
助
金
の
削
減
、
税
源
の
移
譲
、

地
方
交
付
税
の
改
革
を
進
め
る
国
の
「
三

位
一
体
改
革
」
に
よ
り
、
両
方
と
も
大
幅

に
削
減
さ
れ
る
な
ど
財
源
の
確
保
が
非
常

に
困
難
な
状
況
に
陥
っ
て
い
ま
す
。

歳
入
総
額
に
占
め
る

市
税
の
割
合

市
税
は
、
平
成
９
年
度
の
１
６
３
億
円

を
ピ
ー
ク
に
減
少
傾
向
に
あ
り
、
今
年
度

の
収
入
見
込
額
は
約
１
３
８
億
円
で
す
。

こ
れ
は
平
成
４
年
度
の
決
算
額
と
ほ
ぼ
同

じ
額
で
す
。
そ
し
て
、
歳
入
全
体
に
占
め

る
市
税
の
割
合
は
、
10
年
前
の
50
・
４
％

に
対
し
、
14
年
度
で
は
40
・
５
％
に
、
さ

ら
に
15
年
度
の
決
算
見
込
で
は
39
・
８
％

に
ま
で
低
下
し
て
い
ま
す
（
グ
ラ
フ
１
）。

こ
の
歳
入
に
占
め
る
市
税
の
割
合
を
県

内
の
８
市
で
比
較
し
て
み
る
と
、
栗
東
市

の
59
・
３
％
を
最
高
に
本
市
は
６
番
目
と

な
っ
て
い
ま
す
。（
グ
ラ
フ
２
）

補
助
金
の
よ
う
な
用
途
が
決
ま
っ
て
い

る
収
入
と
異
な
り
、
市
税
収
入
は
市
が
自

由
に
使
え
る
お
金
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

財
源
の
中
で
市
税
の
占
め
る
割
合
が
高
い

と
、
そ
れ
だ
け
柔
軟
に
、
ま
た
安
定
し
て

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
彦
根
市
で
は
こ
の
割
合
が
低
く

な
っ
て
き
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。

市
民
一
人
当
た
り
の

市
税
収
入
額

県
内
８
市
の
一
人
当
た
り
の
市
税
収
入

額
の
平
均
を
見
て
み
る
と
、
約
15
万
９
千

円
と
な
っ
て
お
り
、
本
市
は
そ
れ
を
約
２

万
円
下
回
っ
て
い
ま
す
。（
グ
ラ
フ
３
）

市
民
一
当
た
り
の
市
税
収
入
額
は
、
地

価
や
経
済
活
動
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
数
値
が
そ
の
ま
ま
自
治

体
の
経
済
状
況
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
の
活
性
度

を
計
る
一
つ
の
指
標
と
な
り
ま
す
。

市
民
一
人
当
た
り
の

地
方
交
付
税
収
入
額

そ
れ
ぞ
れ
の
自
治
体
は
、
人
口
や
地
域

の
経
済
力
な
ど
に
差
が
あ
り
、
こ
れ
が
自

治
体
の
財
政
力
の
差
と
な
り
ま
す
。

地
方
交
付
税
は
、
こ
の
自
治
体
の
財
政

力
の
差
を
少
な
く
し
、
自
治
体
が
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
の
質
に
格
差
が
で
な
い
よ
う

に
す
る
た
め
に
交
付
さ
れ
る
お
金
で
す
。

地
方
交
付
税
は
、
財
政
力
が
弱
い
団
体

ほ
ど
多
く
交
付
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
８
市

の
中
で
３
番
目
に
多
く
交

付
さ
れ
て
い
る
彦
根
市
は

（
グ
ラ
フ
４
）、
財
政
基
盤

が
ぜ
い
弱
で
あ
り
、
国
か

ら
交
付
さ
れ
る
地
方
交
付

税
に
大
き
く
依
存
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

（
グ
ラ
フ
１
）

市
税
は
自
主
財
源
（
※
）

の
代
表
で
す
が
、
地
方
交

付
税
は
依
存
財
源
（
※
）

の
主
な
も
の
の
一
つ
で
す
。

こ
れ
ら
の
状
況
を
家
計

に
例
え
る
と
、
働
い
て
得

て
い
る
収
入
（
自
主
財
源
）

が
低
く
な
っ
て
い
る
も
の

の
、
親
族
か
ら
の
仕
送
り

（
依
存
財
源
）が
あ
る
の
で
、

こ
れ
ま
で
の
生
活
が
何
と

か
保
て
て
い
る
と
い
う
状

況
で
す
。

し
か
し
、
今
後
は
、
こ
の
仕
送
り
に
あ

た
る
地
方
交
付
税
も
国
の
厳
し
い
財
政
状

況
等
か
ら
低
く
抑
え
ら
れ
る
と
見
込
ま
れ

ま
す
の
で
、
市
の
事
業
も
見
直
し
や
縮

減
・
廃
止
も
含
め
て
抜
本
的
に
検
討
し
な

け
れ
ば
や
っ
て
い
け
ま
せ
ん
。
た
だ
、
何

も
か
も
縮
減
・
廃
止
を
す
る
の
で
は
な

く
、
市
民
の
皆
さ
ん
に
自
主
的
に
行
っ
て

い
た
だ
く
べ
き
も
の
や
、
市
が
こ
れ
ま
で

以
上
に
取
り
組
ん
で
い
く
べ
き
事
業
に
つ

い
て
研
究
す
る
な
ど
、
み
ん
な
で
知
恵
を

絞
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。「
あ
れ
も
、

こ
れ
も
」
実
施
し
て
き
た
時
代
か
ら
「
あ

れ
か
、
こ
れ
か
」
と
事
業
を
選
択
す
る
時

用

語

解

説

地
方
交
付
税

所
得
税
な
ど
国
が
徴

収
し
た
税
金
の
中
か
ら
、
自
治
体

の
財
政
状
況
に
応
じ
て
国
か
ら
交

付
さ
れ
る
お
金

自
主
財
源

自
治
体
が
自
主
的
に
収

入
で
き
る
財
源
で
、
市
税
や
分
担

金
、
使
用
料
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

自
主
財
源
が
多
い
と
行
政
活
動
の

安
定
性
や
自
主
性
が
確
保
で
き
ま

す
。

依
存
財
源

国
な
ど
か
ら
一
定
の
額

を
交
付
さ
れ
た
り
、
割
り
当
て
ら

れ
た
り
す
る
収
入
で
、
地
方
交
付

税
や
国
・
県
支
出
金
、
地
方
債
な

ど
が
あ
り
ま
す
。

シリーズ 新時代の市政運営　第１回



広報ひこね　平成16年５月15日５ ４広報ひこね　平成16年５月15日

特
定
優
良
賃
貸
住
宅

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅

オ
ー
ナ
ー

少
子
高
齢
社
会
を
迎
え
、
滋
賀
県

と
彦
根
市
な
ど
で
は
、
中
堅
所
得
者

お
よ
び
高
齢
者
向
け
の
住
宅
供
給
を

促
進
す
る
た
め
、
県
の
建
設
基
準
に

合
っ
た
住
宅
建
設
費
用
の
一
部
を
補

助
す
る
制
度
を
設
け
て
い
ま
す
。

特
定
優
良
賃
貸
住
宅
と
は
⋯
　
優
良

な
賃
貸
住
宅
を
建
設
し
、
法
律
に

基
づ
く
適
正
な
管
理
を
行
う
民
間

の
土
地
所
有
者
に
国
・
県
が
建
設

補
助
な
ど
各
種
の
助
成
を
行
い
、

中
堅
所
得
者
向
け
の
公
的
賃
貸
住

宅
と
し
て
活
用
す
る
も
の
で
す
。

高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
と
は
⋯

民
間
の
土
地
所
有
者
な
ど
が
建
設

す
る
高
齢
者
向
け
の
優
良
な
賃
貸

住
宅
の
建
設
な
ど
に
要
す
る
費
用

や
、
家
賃
の
減
額
に
要
す
る
費
用

の
補
助
を
し
て
、
高
齢
者
が
安
心
、

安
定
し
て
居
住
で
き
る
住
宅
の
供

給
を
促
進
す
る
も
の
で
す
。

賃
貸
住
宅
経
営
を
お
考
え
の
土

地
所
有
者
の
皆
さ
ん
、
ど
う
ぞ
ご
応

募
く
だ
さ
い
。

彦
根
市
域
募
集
戸
数

・
特
定
優
良
賃
貸
住
宅
＝
30
戸

・
高
齢
者
向
け
優
良
賃
貸
住
宅
＝
20

戸
応
募
期
限
　
５
月
21
日
㈮
（
土
・

日
曜
日
、
祝
日
は
除
く
）

応
募
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
　
予

定
地
、
戸
数
、
氏
名
、
連
絡
先

を

住
宅
課
（
県
庁
新
館
６
階
）
☎

０
７
７-

５
２
８-

４
２
３
５
番
へ

※
後
日
、
県
庁
で
応
募
者
ヒ
ア
リ
ン

グ
を
実
施
予
定
（
提
出
書
類
な
ど

詳
細
に
つ
い
て
は
、
応
募
受
付
時

に
説
明
が
あ
り
ま
す
。）

北
近
江
・
西
美
濃

青
少
年
ふ
れ
あ
い
交
流
事
業

〈
期
間
〉７
月
27
日
㈫
〜
同
30
日
㈮

（
３
泊
４
日
）
〈
内
容
〉両
地
域
の
小

学
生
が
、
野
外
活
動
や
ホ
ー
ム
ス
テ

イ
な
ど
を
通
し
て
友
情
を
育は

ぐ
く

み
、
交

流
を
深
め
ま
す
〈
参
加
負
担
金
〉１

人
３
、０
０
０
円
〈
募
集
人
員
〉２
、

３
人
程
度
（
応
募
者
多
数
の
場
合
は

抽
選
）
〈
応
募
資
格
〉①
市
内
在
住

の
小
学
５
・
６
年
生
　
②
ホ
ー
ム
ス

テ
イ
受
け
入
れ
が
可
能
で
あ
る
こ
と

③
家
族
等
で
送
迎
（
４
回
）
が
可
能

で
あ
る
こ
と
〈
応
募
期
限
〉６
月
４

日
㈮

〈
応
募
・
問
い
合
わ
せ
先
〉

企
画
課
☎
◯　22　
１
４
１
１
番
内
線
４
１

６
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　22　
１
３
９
８
番

「
差
別
を
な
く
し
人
権
を
尊
ぶ

彦
根
市
女
性
の
つ
ど
い
」

実
行
委
員

〈
つ
ど
い
の
趣
旨
〉身
の
周
り
に
あ
る

さ
ま
ざ
ま
な
矛
盾
や
不
合
理
に
気
づ

き
、
人
権
意
識
の
高
揚
を
図
り
、
家

庭
や
地
域
、
職
場
な
ど
あ
ら
ゆ
る
と

こ
ろ
で
差
別
を
な
く
す
取
り
組
み
を

強
め
、「
人
を
人
と
し
て
尊
ぶ
」
明
る

い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
す

〈
つ
ど
い
の
期
日
〉
12
月
４
日
㈯

〈
応
募
資
格
〉つ
ど
い
の
趣
旨
を
理
解

し
、
意
欲
を
持
っ
て
企
画
・
運
営
な

ど
に
取
り
組
め
る
人
〈
募
集
人
数
〉

若
干
人
〈
申
込
期
限
〉５
月
26
日
㈬

〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉
教
育

委
員
会
人
権
教
育
課
☎
◯　24　
７
９
７

１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　 23　
９
１
９
０
番

彦
根
市
弓
道
連
盟

弓
道
教
室

〈
日
時
〉６
月
23
日
㈬
〜
８
月
11
日
㈬

（
毎
週
水
・
土
曜
日
、
全
15
回
）
の
午

後
７
時
30
分
〜
同
９
時
〈
場
所
〉彦

根
市
弓
道
場
（
市
立
図
書
館
西
隣
）

〈
対
象
〉中
学
生
以
上
〈
定
員
〉20
人

（
先
着
順
）〈
受
講
料
〉５
、０
０
０
円

（
保
険
料
を
含
む
）〈
申
込
期
限
〉６

月
19
日
㈯

〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ

先
〉
火
・
木
・
土
曜
日
の
午
後
７
時

30
分
〜
同
９
時
に
、
認
印
と
受
講
料

を
持
っ
て
彦
根
市
弓
道
場
☎
◯　26　
０
６

５
５
番
へ

※
弓
道
体
験
教
室
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。
弓
道
に
興
味
の
あ
る

人
、
教
室
受
講
希
望
者
は
参
加
し

て
く
だ
さ
い（
事
前
の
申
し
込
み
、

受
講
料
は
不
要
）

日
時

６
月
13
日
㈰
午
後
１
時
〜

同
５
時

場
所

彦
根
市
弓
道
場

募　集募　集
「
障
害
児
サ
マ
ー
ホ
リ
デ
ー
サ
ー
ビ
ス
」

有
給
ス
タ
ッ
フ

〈
期
間
〉７
月
22
日
㈭
〜
８
月
25
日
㈬

の
う
ち
平
日
20
日
間
（
８
月
11
日
㈬

〜
同
17
日
㈫
を
除
く
）
の
午
前
９
時

〜
午
後
４
時
〈
場
所
〉甲
良
養
護
学

校
（
犬
上
郡
甲
良
町
）、
県
立
盲
学
校

（
西
今
町
）
な
ど
〈
内
容
〉保
育
内
容

の
企
画
と
参
加
児
童
の
保
育
・
介
助

な
ど
〈
応
募
条
件
〉障
害
児
童
の
保

育
に
関
心
と
熱
意
の
あ
る
18
歳
以
上

の
人
で
、
15
日
以
上
参
加
可
能
な
人

（
高
校
生
は
除
く
）〈
申
込
期
限
〉５

月
20
日
㈭

〈
面
接
と
説
明
会
〉５

月
22
日
㈯
午
前
10
時
〜
正
午
、
障

害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
平
田
町
）〈
申

込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉
障
害
福
祉
課

（
平
田
町
・
障
害
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

◯　27　
９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　26　
１
７
６

７
番
、E

-m
ail:shogaifukushi@

m
a.city.hikone.shiga.jp

※
フ
ァ

ク
ス
、
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
む
と

き
は
、
名
前
、
住
所
、
電
話
番
号

を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

障
害
者

グ
ラ
ウ
ン
ド
ゴ
ル
フ
教
室

〈
日
時
〉６
月
６
日
㈰
午
前
９
時
30
分

〜
午
後
３
時
30
分
（
雨
天
の
と
き
は

６
月
13
日
㈰
に
延
期
）
〈
場
所
〉庄

堺
公
園
多
目
的
広
場
（
開
出
今
町
）

〈
対
象
者
〉市
内
在
住
の
障
害
者
（
身

体
障
害
者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障

害
者
）
〈
内
容
〉障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
指

導
員
に
よ
る
実
技
指
導
　
※
競
技
用

具
は
主
催
者
で
準
備
し
ま
す
が
、
ス

テ
ィ
ッ
ク
の
あ
る
人
は
持
っ
て
き
て

く
だ
さ
い
〈
参
加
費
〉３
０
０
円

〈
申
込
期
限
〉５
月
25
日
㈫

〈
申
込

方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
〉直
接
申
し
込

む
か
、
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス
で

障
害
福
祉
課
（
平
田
町
・
障
害
者
福
祉
セ

ン
タ
ー
内
）
☎
◯　27　
９
９
８
１
番
、
Ｆ
Ａ

Ｘ
◯　26　
１
７
６
７
番
へ

彦
根
市
青
年
団
協
議
会
に

参
加
し
ま
せ
ん
か

彦
根
市
青
年
団
協
議
会
は
青
年
ど

う
し
の
交
流
と
、
地
域
社
会
へ
の
貢

献
を
目
的
に
活
動
し
て
い
ま
す
。
仲

間
と
力
を
合
わ
せ
て
地
域
の
た
め
に

活
動
し
て
み
た
い
人
は
ぜ
ひ
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

〈
募
集
対
象
〉市
内
に
在
住
、
在
勤
、

在
学
の
18
歳
〜
30
歳
程
度
の
男
女

〈
活
動
内
容
〉定
例
会
、
荒
神
山
清
掃

活
動
、
フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
出
店
な

ど
〈
申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉彦
根

市
青
年
団
協
議
会
（
北
川
方
）
☎
０
９

０-

９
０
４
８-

８
５
９
３
番
、E

-

m
a

il:h
ik

o
n

e
s

is
e

in
e

n
d

a
n

@

m
ail.goo.ne.jp

淡
海
生
涯
カ
レ
ッ
ジ
彦
根
校

〈
内
容
〉住
民
一
人
ひ
と
り
が
「
健
や

か
で
心
豊
か
な
暮
ら
し
が
で
き
る
ま

ち
づ
く
り
」
に
参
画
で
き
る
よ
う
保

健
予
防
活
動
や
健
康
づ
く
り
を
学
び

ま
す
〈
対
象
〉会
場
（
中
地
区
公

民
館
〔
大
藪
町
〕
・
彦
根
翔
陽
高
校

〔
芹
川
町
〕
・
滋
賀
県
立
大
学
〔
八
坂

町
〕
な
ど
）
へ
通
学
可
能
な
18
歳
以

上
の
人
〈
期
間
〉６
月
19
日
㈯
〜
11

月
13
日
㈯
︵
週
１
回
程
度
︶〈
定
員
〉

30
人（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽
選
）

〈
受
講
料
〉１
、０
０
０
円
〈
募
集
期

間
〉５
月
18
日
㈫
〜
６
月
11
日
㈮

︵
消
印
有
効
︶〈
申
込
方
法
〉は
が
き

に
氏
名
、
郵
便
番
号
、
住
所
、
電
話

番
号
を
書
い
て
淡
海
生
涯
カ
レ
ッ
ジ

彦
根
校
実
行
委
員
会
（

教
育
委
員
会

生
涯
学
習
課
内
　
〒
５
２
２-

０
０
０
１

尾
末
町
１-

38
）
へ
〈
問
い
合
わ
せ

先
〉
生
涯
学
習
課
☎
◯　24　
７
９
７
１

番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　 23　
９
１
９
０
番

第17回 カロム日本選手権大会

日　　時 ６月20日㈰ 9：00～17：30
会　　場 市民体育センター
申込方法 大会チラシの郵便振替用紙によ
り郵便局から入金または日本カロム協会
事務局（商工会議所３階・彦根青年会議所事務
局内）に参加費を持参して申し込んでく
ださい。（大会チラシは同事務局、各地区
公民館にあります。）
※ダブルスも個人単位の申し込みが必要で
すのでご注意ください。
申込期限 ５月31日㈪（締め切り日の消印
有効、クラスごとに定員になりしだい締
め切ります。）
申込・問い合わせ先 日本カロム協会事務
局（〒522-0063 中央町3-8 彦根青年会議

所内）☎22-7522、FAX22-9018

歴
史
講
座
　
史
料
か
ら
み
た
江
戸
時
代
の
彦
根

-

﹃
新
修
彦
根
市
史
﹄︵
第
７
巻

史
料
編

近
世
２
︶
を
読
む-

『
新
修
彦
根
市
史
』（
第
７
巻

史
料
編
　
近
世
２
）を
テ
キ
ス
ト
に
、

江
戸
時
代
の
彦
根
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
く
説
明
し
ま
す
の
で
、
初
心
者

の
人
も
安
心
し
て
受
講
で
き
ま
す
。

日
程
・
テ
ー
マ

下
の
表
の
と
お
り

時
間

午
後
２
時
〜
同
４
時

会
場

市
民
会
館
第
３
会
議
室

定
員

48
人
（
各
回
ご
と
、
定
員
に

な
り
し
だ
い
締
め
切
り
ま
す
）

参
加
費

資
料
代
（
各
回
１
０
０
円

程
度
）
が
必
要
で
す
。

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先

教
育

委
員
会
市
史
編
さ
ん
室
☎
◯　27　
３

５
４
４
番



〈
日
時
〉６
月
24
日
㈭
〜
10
月
15
日
㈮

（
全
22
回
）
の
午
前
９
時
〜
午
後
５

時
〈
場
所
〉聖
泉
大
学
（
肥
田
町
）
、

実
習
は
別
会
場
〈
対
象
〉57
歳
以
上

65
歳
以
下
の
人
〈
受
講
料
〉無
料

〈
申
込
期
限
〉６
月
10
日
㈭
（
必
着
）

〈
申
込
方
法
・
問
い
合
わ
せ
先
〉往
復

は
が
き
往
信
の
裏
に
講
習
名
（
介
護

講
習
）、
住
所
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

年
齢
（
生
年
月
日
）、
電
話
番
号
を
、

返
信
の
表
に
も
郵
便
番
号
、
住
所
、

氏
名
を
そ
れ
ぞ
れ
書
い
て
㈳
滋
賀
県

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
連
合
会

（
〒
５
２
０-

０
０
５
１
　
大
津
市
梅
林
一

丁
目
３-

10
）
☎
０
７
７-

５
２
５-

４

１
２
８
番
へ

㈯
を
除
く
）
の
各
土
曜
日
（
全
５
回
）

〈
時
間
〉午
前
10
時
〜
正
午
〈
受
講

料
〉３
、０
０
０
円
〈
材
料
費
〉７
、

０
０
０
円
（
10
回
分
）〈
申
込
期
限
〉

５
月
31
日
㈪
〈
申
込
方
法
・
問
い
合

わ
せ
先
〉電
話
か
フ
ァ
ク
ス
で

男

女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー
☎
◯　24　
３
５

２
９
番
（
Ｆ
Ａ
Ｘ
共
）
へ

訪
問
介
護
員
の
仕
事
を
す
る

シ
ニ
ア
の
た
め
の
介
護
講
習
会

シ
ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
の
会
員

と
し
て
介
護
の
仕
事
を
す
る
人
の
た

め
の
講
習
で
、
ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２

級
の
資
格
が
取
得
で
き
ま
す
。

仕
事
と
家
事
の
両
立
が
こ
れ
か
ら

の
社
会
の
キ
ー
ワ
ー
ド
。
基
礎
編
、

応
用
編
を
連
続
し
て
受
講
し
「
趣
味

で
な
く
、
家
事
と
し
て
の
料
理
の
達

人
」
を
目
指
し
ま
し
ょ
う
。

〈
場
所
〉
男
女
共
同
参
画
セ
ン
タ
ー

ウ
ィ
ズ
（
平
田
町
）〈
対
象
〉市
内
在

住
・
在
勤
の
男
性
（
夫
婦
で
の
参
加

は
可
・
０
歳
か
ら
就
学
前
ま
で
の
託

児
あ
り
）〈
定
員
〉20
人
（
先
着
順
）

〈
日
程
〉■■■
基
礎
編
６
月
12
日
〜
７
月
10

日
の
各
土
曜
日（
全
５
回
）

■応用■編

９
月
18
日
〜
10
月
23
日
（
10
月
２
日

７ 広報ひこね　平成16年５月15日 ６広報ひこね　平成16年５月15日

人
材
育
成
通
信
教
育
研
修

彦
根
市
で
は
、
中
小
企
業
の
人
材

育
成
を
積
極
的
に
推
進
す
る
た
め
、

次
の
と
お
り
人
材
育
成
通
信
教
育
研

修
を
実
施
し
ま
す
。

〈
対
象
〉市
内
の
中
小
企
業
の
事
業
所

に
在
勤
の
人
〈
受
講
方
法
〉事
業
所

の
研
修
制
度
と
し
て
受
講
す
る
団
体

研
修
で
、
受
講
者
数
は
１
事
業
所
に

つ
き
５
人
を
限
度
と
し
ま
す
〈
受

講
コ
ー
ス
〉表
の
35
コ
ー
ス
の
ほ
か
、

よ
り
専
門
性
の
高
い
ビ
ジ
ネ
ス
・
キ

ャ
リ
ア
コ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
〈
開

講
日
〉７
月
１
日
㈭

〈
受
講
料
〉５
、

２
５
０
円
〜
２
６
、２
５
０
円
（
修

了
者
に
は
、
受
講
料
の
２
分
の
１
を

市
が
助
成
し
ま
す
）〈
定
員
〉50
人

（
定
員
に
な
り
し
だ
い
締
め
切
り
ま

す
）〈
申
込
期
限
〉５
月
31
日
㈪
〈
申

込
・
問
い
合
わ
せ
先
〉
商
工
課
☎

◯　22　
１
４
１
１
番
内
線
３
２
８
番
、
Ｆ

Ａ
Ｘ
◯　22　
１
３
９
８
番

彦根市では、市民との対話を基本にしたまちづくりを
進めるため、市長が直接市民とひざを交え、個性と魅力
あるまちづくりについて親しく語り合う機会となるよう
「市長と語ろう　明日の彦根」を開催しています。
これは、彦根市が主
催し、市内の団体に参
加している皆さんなど
と懇談するもので、懇
談の内容は、市民と一
体となった市政推進の
参考にします。
この懇談会を開催する団体などを募集します。
開催日時 申込のあった順に開催します。時間は２時間
を目

め

処
ど

とします。
開催のしかた 所定の申込用紙に必要事項を記入
し、 市民広聴室に申し込んでください。会場は、
あらかじめ市民広聴室と打ち合わせてください。適当
な会場がないときは相談に応じます。当日は、団体の
どなたかの司会進行によって参加者と市長が意見交換
します。じゅうぶんな意見交換ができるよう、参加人
数は20人以内でお願いします。
申込・問い合わせ先 市民広聴室☎22-1411（内線
101）、FAX22-1398

「市長と語ろう　明日の彦根」
開催する団体を募集します

募　集

第７回　正反対の国の結婚式

◆5月は結婚の月
Magnífico
マグニーフィコ

, Espetacular
エスペタクラル

, Maravilhoso
マラヴィリョゾ

（豪華な、素晴らし
い、美しい）!!
４月の彦根は、桜に包まれた城と石垣がいつもにもまし
て美しく、素晴らしい景色でした。ブラジルでは、日系人
が住んでいるところには必ず桜の木が植えられ、遠い故郷
の春をしのんでいます。
５月も花の季節です。これから夏にかけて色々な花を楽
しむことができます。私は、たくさんの花を見ると花嫁姿
を連想します。５月は、ブラジルでは「Mês

メース

das
ダス

noivas
ノィヴァス

」
（結婚の月）なのです。

◆出会いの言葉はストレートに
ブラジル人の出会いは、積極的でストレートなプロポー
ズから始まります。小さいころから、「Seja

セジャ

claro
クラーロ

e
エ

direto
ヂレット

」
（はっきりとストレートに言いなさい）としつけられるの
で、この習慣がブラジル人の性格となって現れます。
日本の男性が女性にアプローチするときのように「結婚
していますか？」などと遠回しに言うと、ブラジル人は
「どうしてそんな質問をするの？」とか、「何を言いたい
の？この人は」というように反応してしまいます。プロポ
ーズの言葉だと分かっても、「本当に誘われているのか
な？」と疑心暗鬼になります。
あいまいな表現は誤解を招くので、特に出会いの言葉に
は気をつけなければなりません。

◆結婚と入籍
ところで、私たちの周りでは、最近結婚をしない人が増
えてきているように思います。これは、日本でもブラジル
でもよく似た傾向にあります。ところが、不思議なことに、
ブラジルでは入籍する人の割合は10年前と比較すると
54.6％も増えているのです。つまり、昔は結婚しても入
籍しない人がたくさんいたのです。
ブラジルの公式な結婚の手続きは、少々やっかいです。
まず１か月間、結婚する者どうしの名前を官報と教会の掲
示板に載せます。これは、その結婚に反対する人がいない
かどうかを確認するためで、反対者がいなければ、式の日
を決めることができます。
その後教会では、新しい家族を築き、信仰を深める研修
を受けます。洗礼を受けた証明書や、仲人の名簿も提出し
なければなりません。結婚式の当日は、教会に花を飾り、
式の準備を行います。

◆結婚式の風習
教会の式を終え、玄関に新夫婦が現れると、いきなりお
米をカップルに投げる風習があります。これは、中国から
伝わってきた風習で、健康と幸運を願い、子宝に恵まれる
ようにとの祈りを込めた儀式です。戦争を経験した日系人
には「なんて粗末なことを」と思う人が多いようですが、
文化の違いと解釈する以外にありません。また、新郎のネ
クタイをハサミで切ったり、新婦の右の靴にお金を入れた
りする習慣もあります。いずれも、新しい門出を祝うブラ
ジルならではの風習です。
披露宴には家族や夫婦単位で招待します。たとえ独身者
であってもカップルで招待するのが普通です。招かれた人
はお祝いをしますが、日系人社会のなかでわずかにお金に
よるお祝いの習慣が残っているほかは、普通、品物をプレ
ゼントします。
このように、ブラジルの結婚式は日本とはずいぶん異な
っています。地球の正反対にある２つの国。伝統的な文化
や風習の違いはあたりまえなのかも知れません。

（彦根市国際交流員　田尾ロザーネ）

人権の世紀を迎え、人権意識が高まる一方で、現在も、
同和問題をはじめとする、さまざまな人権問題が残ってい
ます。彦根市では、今年も人権意識の高揚と差別のない明
るく住みよいまちづくりを目指して「人権市民のつどい」
を開催します。多数ご参加ください。
日時 ６月６日㈰ 13：15～16：30
場所 ひこね市文化プラザ　グランドホール
問い合わせ先 人権政策課☎22-1411（内線373）、
FAX22-1398

第１部 人権トーク・コンサート

出演 あすぱるズ

第２部　シンポジウム
メインテーマ 「自分らしく生きるために」
内容：同和問題、障害者問題、子どもの問
題、外国人の問題…各分野からパネリスト
を迎え、専門家の視点で報告・討論します。
コーディネーター 加藤敏明さん（写真）

（人権学習ファシリテーター）

※手話通訳、要約筆記あり
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情報
掲示板

児
童
手
当
は
、
小
学
校
に
入
学
す

る
ま
で
（
６
歳
に
な
っ
た
後
、
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
）
の
子
ど
も
を
養

育
し
て
い
る
人
で
、
前
年
（
１
〜
５

月
は
前
々
年
）
の
所
得
が
、
一
定
額

未
満
の
場
合
に
受
け
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。
支
給
の
要
件
な
ど
は
、
広
報

「
ひ
こ
ね
」
４
月
15
日
号
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

新
た
に
支
給
を
受
け
る
人
は

急
い
で
申
請
を
！

児
童
手
当
を
受
け
る
に
は
、出
生
、

転
入
な
ど
で
受
給
資
格
が
で
き
た
場

合
に
「
認
定
請
求
書
」
の
提
出
が
必

要
で
す
。
提
出
し
た
日
の
属
す
る
月

の
翌
月
分
か
ら
、
支
給
事
由
の
な
く

な
っ
た
日
の
属
す
る
月
分
ま
で
支
給

さ
れ
ま
す
。

前
年
の
所
得
に
変
動
が
あ
っ
た
こ

と
な
ど
の
理
由
で
、
新
た
に
児
童
手

当
を
受
け
ら
れ
る
と
思
う
人
は
、
急

い
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
６
月
分

か
ら
支
給
を
受
け
る
に
は
、
５
月
中

に
申
請
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
平

成
16
年
度
所
得
制
限
限
度
額
（
15
年

中
の
所
得
に
適
用
）
は
、
左
の
表
の

と
お
り
で
す
。

な
お
、
児
童
と
別
居
し
て
い
る
人

は
養
育
者
の
住
ん
で
い
る
市
区
町
村

で
、
ま
た
公
務
員
の
人
は
職
場
で
、

そ
れ
ぞ
れ
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

続
け
て
手
当
を
受
け
る
人
は

６
月
中
に
現
況
届
を
！

現
在
、
児
童
手
当
を
受
け
て
い
る

人
に
は
６
月
１
日
㈫
以
降
に
現
況
届

の
用
紙
を
送
り
ま
す
。
必
要
事
項
を

記
入
し
て
、
６
月
30
日
㈬
ま
で
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

成
立
す
れ
ば
小
学
１
〜
３
年
生
も

対
象
を
拡
大
す
る
改
正
法
案
が
審
議
中

支
給
対
象
を
拡
大
す
る
法
案
が
、

４
月
28
日
現
在
、
国
会
で
審
議
中
で

す
。
こ
の
法
案
が
成
立
し
、
施
行
さ

れ
る
と
、
平
成
15
年
度
ま
で
は
児
童

手
当
の
支
給
対
象
で
は
な
か
っ
た
小

学
１
〜
３
年
生
が
対
象
に
加
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
の
改
正
で
、
新
し
く
対
象
に
な

る
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
は
、
新

た
に
申
請
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
。
改
正
法
案
で
は
、
こ
の
申
請
は
、

９
月
30
日
㈭
ま
で
に
受
付
し
た
場
合

に
は
、
特
例
的
に
４
月
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。

申
請
な
ど
に
つ
い
て
は
、
改
正
法

案
が
成
立
し
た
後
で
、
広
報
「
ひ
こ

ね
」
な
ど
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

保
険
年
金
課
☎

◯　22　
１
４
１
１
番
内
線
１
３
８
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　22　
１
３
９
８
番

６
月
検
針
分（
７
月
徴
収
分
）か
ら

改
定
さ
れ
た

下
水
道
使
用
料
に
な
り
ま
す

広
報
「
ひ
こ
ね
」
３
月
15
日
号
に

も
掲
載
し
た
と
お
り
、
６
月
検
針
分

（
７
月
徴
収
分
）
か
ら
、
４
月
１
日

に
改
定
さ
れ
た
新
し
い
下
水
道
使
用

料
体
系
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
平
均
改

定
率
が
９
・
８
％
と
、
公
共
下
水
道

を
使
用
す
る
皆
さ
ん
に
負
担
を
お
願

い
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
健
全

な
下
水
道
経
営
を
図
る
た
め
、
ご
理

解
を
お
願
い
し
ま
す
。

ま
た
、
新
し
い
下
水
道
使
用
料
の

早
見
表
（
一
般
家
庭
用
・
２
か
月

分
・
１
０
０
㎥
ま
で
）
は
、
彦
根
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト

「
彦
根
市
の
下
水
道
」
に
掲
載
し
て

い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

下
水
道
部
管

理
課
（
市
民
会
館
内
）
☎
◯　22　
５
４
５

８
番
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　22　
５
４
３
３
番

児
童
手
当

各
種
届
出
・
申
請
の
お
知
ら
せ

子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
取
り
組
む
活
動
を
応
援
し
ま
す

「
自
然
・
人
・
文
化
を
活い

か
し
た
体
験
塾
事
業
」

児童手当の申請、現況届の提出は…

添付書類 年金加入証明、所得証明
書、住民票などの書類が必要な場
合があります。
申請書・現況届の提出先 保険年金
課、支所・各出張所、市外に住所
があるときは、住所地の市区町村

つ
き
、
単
位
自
治
会
を
構
成
す
る

４
月
１
日
現
在
の
世
帯
数
に
１
０

０
円
を
か
け
、
４
、
０
０
０
円
を

加
え
た
額
に
な
り
ま
す
。

申
請
受
付
期
限

６
月
30
日
㈬

申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

教
育

委
員
会
青
少
年
課
☎
◯　24　
７
９
７
１

番
、Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　 23　
９
１
９
０
番

簡
易
裁
判
所
で
取
り
扱
う

民
事
訴
訟
の
上
限
金
額
が

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た

４
月
１
日
か
ら
、
簡
易
裁
判
所
で

取
り
扱
う
民
事
訴
訟
の
上
限
金
額

が
、
こ
れ
ま
で
の
90
万
円
か
ら
１
４

０
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
１
４
０
万
円
以
下
の

請
求
に
係
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
簡
易

裁
判
所
が
、
１
４
０
万
円
を
超
え
る

請
求
に
係
る
訴
訟
に
つ
い
て
は
地
方

裁
判
所
が
、
そ
れ
ぞ
れ
担
当
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

少
額
訴
訟
も
引
き
上
げ

ま
た
、
少
額
訴
訟
（
民
事
訴
訟
の

う
ち
、
少
額
の
金
銭
の
支
払
い
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
を
速
や
か
に
解
決
す

る
た
め
の
手
続
き
）の
上
限
金
額
も
、

こ
れ
ま
で
の
30
万
円
か
ら
60
万
円
に

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。

な
お
、
簡
易
裁
判
所
が
担
当
す
る

事
件
で
あ
っ
て
も
、
不
動
産
に
関
す

る
訴
訟
や
内
容
が
複
雑
で
困
難
な
事

件
な
ど
に
つ
い
て
は
、
地
方
裁
判
所

で
取
り
扱
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
先

彦
根
簡
易
裁
判
所

☎
◯　22　
０
１
６
７
番

登
録
し
ま
し
ょ
う

銃
砲
刀
剣
類

美
術
品
、
骨
と
う
品
と
し
て
の
火

縄
銃
な
ど
の
古
式
銃
や
刀
剣
類
は
、

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
に
よ
り

登
録
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
の
登
録
が
さ
れ
て
い
な
い
銃

砲
・
刀
剣
類
は
他
人
へ
の
譲
渡
は
も

ち
ろ
ん
、
所
持
す
る
こ
と
も
で
き
ま

せ
ん
。
必
ず
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
16
年
度
の
登
録
審
査
の
日
程

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

日
時
と
場
所

▼
６
月
４
日
㈮

大
津
合
同
庁
舎
７

Ｂ
会
議
室
（
大
津
市
松
本
一
丁
目
）

▼
10
月
８
日
㈮

県
立
文
化
産
業
交

流
会
館
第
２
会
議
室
（
坂
田
郡
米
原

町
）

▼
平
成
17
年
２
月
18
日
㈮

大
津
合

同
庁
舎
７
Ｂ
会
議
室
（
大
津
市
松
本

一
丁
目
）

※
時
間
は
い
ず
れ
も
午
前
10
時
〜
午

後
３
時
で
す
。

登
録
希
望
者
が
持
参
す
る
も
の

①
銃
砲
刀
剣
類
（
現
物
）

②
警
察
署
発
行
の
刀
剣
類
発
見
届
出

済
証

③
審
査
手
数
料
（
１
件
に
つ
き
６
、

３
０
０
円
）
ま
た
は
再
交
付
手
数

料
（
１
件
に
つ
き
３
、５
０
０
円
）

問
い
合
わ
せ
先

教
育
委
員
会

文
化
財
保
護
課
☎
０
７
７-

５
２

８-

４
６
７
２
番

太
鼓
の
練
習
・
発
表
な
ど
）

・
地
域
の
自
然
に
親
し
む
（
水
生
生

物
観
察
・
森
林
探
検
・
日
帰
り
キ

ャ
ン
プ
な
ど
）

・
そ
の
他
、
学
区
（
地
区
）
青
少
年

育
成
協
議
会
で
調
整
し
た
子
ど
も

と
と
も
に
す
る
体
験
活
動

補
助
対
象
経
費

左
の
表
の
と
お

り
。
な
お
、
仕
出
し
弁
当
代
や
ジ

ュ
ー
ス
代
な
ど
は
「
食
糧
費
」
に

な
る
た
め
、
補
助
の
対
象
に
な
り

ま
せ
ん
。

補
助
額
の
上
限
は
、
１
事
業
に

子
ど
も
た
ち
は
、
大
人
へ
と
成
長

し
て
い
く
過
程
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
体

験
を
通
じ
て
感
動
し
た
り
、
驚
い
た

り
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
学
ん

で
い
き
ま
す
。
子
ど
も
た
ち
の
「
生

き
る
力
」
を
育
み
、
健
や
か
な
成
長

を
促
す
た
め
に
は
、
家
庭
や
地
域
社

会
で
生
活
体
験
・
社
会
体
験
・
自
然

体
験
を
積
み
重
ね
る
こ
と
が
大
切
で

す
。「

自
然
・
人
・
文
化
を
活い

か
し
た

体
験
塾
事
業
」
は
、
自
治
会
組
織
の

各
団
体
が
、
子
ど
も
と
と
も
に
活
動

す
る
事
業
を
年
２
回
以
上
実
施
し
た

と
き
に
、
事
業
完
了
後
に
各
団
体
に

補
助
す
る
も
の
で
す
。

対
象
に
な
る
事
業

・
自
治
会
行
事
の
奉
仕
作
業
（
川
掃

除
・
草
刈
り
・
町
内
の
清
掃
・
除

雪
作
業
・
リ
サ
イ
ク
ル
活
動
な

ど
）

・
自
治
会
主
催
の
イ
ベ
ン
ト
（
夏
祭

り
・
運
動
会
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ

ン
な
ど
）

・
地
域
の
高
齢
者
な
ど
と
の
交
流

（
独
居
老
人
宅
へ
の
定
期
訪
問
・

老
人
会
と
の
交
流
・
障
害
の
あ
る

人
と
の
交
流
な
ど
）

・
地
域
の
伝
承
に
親
し
む
（
踊
り
・

情報
掲示板

滋 賀 県 水 防 訓 練
日時 ５月30日㈰ ８：00～12：00
場所 愛知川栗見橋下流右岸河川敷（新
海町）

台風など洪水のおそれがあるときに、
水防活動を速やかに行い、水害の発生を
防ぐため、水防体制の強化と関係者の技
術の習熟を図るために実施します。見学
もできますので、ぜひご参加ください。
主な訓練内容 水防工法訓練、炊き出し
訓練、救助訓練
参加機関 湖東地域１市７町の消防団、
滋賀県、湖東地域１市７町、 防災航
空隊、彦根市赤十字奉仕団、自衛
隊、 消防本部、愛知郡消防本部ほか
問い合わせ先 河港課☎077-528-
4152

補助対象経費の例

報償費 参加賞、講師の謝礼
など

消耗品費 ごみ袋、チラシの
用紙、割りばし、紙コッ
プ、鉛筆、マジックなど
を購入する費用

印刷製本費 写真の現像代
（フィルム代は消耗品費）、

コピー代など
使用料および賃借料 照明器
具や放送設備の賃借料、
施設の入園料など

原材料費 カレーライスや焼
きそばなどを調理すると
きに、食材を購入する費
用など

保険料 参加者の傷害保険料



現在、彦根市には218人の民生委員・児童委員
がそれぞれの地域で活動しておられます。
子育てや介護など、人にはさまざまな悩みがあ
ります。民生委員・児童委員はそんな皆さんの悩
みについて、安心して相談できるボランティアで
す。また、お聞きした悩みを解決するために、必
要に応じて、福祉制度などの支援サービスとの調
整も行います。
相談内容の秘密は守られます。皆さん、お気軽
に地域の民生委員・児童委員にご相談ください。

民生委員・児童委員に関する問い合わせ先
社会福祉課☎23ｰ9590、FAX26ｰ1768

10広報ひこね　平成16年５月15日11 広報ひこね　平成16年５月15日

健康で文化的な市民生活を支える水道事業。皆さんに、
水道についての理解と関心を深めていただくため、６月１
日㈫からの１週間を水道週間とし
て、全国でさまざまな事業が展開
されます。
彦根市では、右のとおり、施設
見学会を開催します。

浄水場の施設見学会
日時 ６月６日㈰
❶10：00～　❷14：00～
場所 大藪浄水場（八坂町）
内容 施設見学のほか、水道
に関する何でも相談コーナーや、金魚すくいなどがあり
ます。
定員 各回100人（先着順）
申込期間 ５月17日㈪～
申込・問い合わせ先 大藪浄水場☎22-3324、 水道部
業務課☎22-1411（内線271）、FAX24-4054

彦根市水道部マスコットキャラクター

ウォー太くん（左）とみずきちゃん

みんなで

来てね！

現在、彦根市には218人の民生委員・児童委員
がそれぞれの地域で活動しておられます。
子育てや介護など、人にはさまざまな悩みがあ
ります。民生委員・児童委員はそんな皆さんの悩
みについて、安心して相談できるボランティアで
す。また、お聞きした悩みを解決するために、必
要に応じて、福祉制度などの支援サービスとの調
整も行います。
相談内容の秘密は守られます。皆さん、お気軽
に地域の民生委員・児童委員にご相談ください。

民生委員・児童委員に関する問い合わせ先
社会福祉課☎23ｰ9590、FAX26ｰ1768

平成16年度　第１回有形民俗文化財(民具)等の展示

「民具で辿
たど

る人々の暮らし」

昭和30年代まで使われていた氷を
入れて冷やす冷蔵庫や、弁当箱、望遠
鏡付き水筒など、食に関係する道具を
展示します。
また、荒神山古墳群出土の古墳時代

の食器を、あわせて展示します。

日時 ５月24日㈪～同28日㈮
8：30～17：15
（最終日は16：00まで）

場所 市役所１階ロビー
入場料 無料
問い合わせ先 教育委員会文化財課
☎26-5833、FAX26-5899

▲和菓子の型

酒徳利



12広報ひこね　平成16年５月15日13 広報ひこね　平成16年５月15日

◆
小
学
生
か
ら
動
脈
硬
化
？

皆
さ
ん
、
動
脈
硬
化
と
聞
い
て
、
ど
ん

な
病
気
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
か
。た

高
円
宮

か
ま
ど
の
み
や

殿
下
を
襲
っ
た
心
筋
梗こ

う

塞そ
く

や
、
小
渕
元
首

相
に
生
じ
た
脳
梗
塞
が
、
動
脈
硬
化
が
原

因
と
な
っ
て
起
こ
る
病
気
の
代
表
的
な
も

の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
動
脈
硬
化
で
は
血
管
が
い

っ
た
い
ど
う
い
う
状
態
に
な
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
。

動
脈
硬
化
が
起
き
る
と
、
動
脈
の
弾
力

性
が
失
わ
れ
て
固
く
な
っ
た
り
（
石
灰

化
）、
さ
ま
ざ
ま
な
物
質
が
血
管
の
一
番

内
側
の
膜
に
沈
着
し
て
狭
く
な
っ
た
り

（
狭き

ょ
う

窄さ
く

）、
詰
ま
っ
て
血
液
が
流
れ
な
く

な
っ
た
り
（
閉へ

い

塞そ
く

）、
広
が
っ
た
り
膨
ら

ん
だ
り
（
動
脈
瘤り

ゅ
う
）
し
ま
す
。

最
近
の
食
生
活
の
欧
米
化
の
た
め
、
わ

ず
か
で
す
が
小
学
生
で
す
で
に
動
脈
硬
化

が
見
ら
れ
る
こ
と
が
、
厚
生
労
働
省
の
調

査
で
分
か
っ
て
い
ま
す
。

◆
動
脈
硬
化
を
引
き
起
こ
す
も
の

動
脈
硬
化
を
引
き
起
こ
し
、
加
速
さ
せ

る
「
危
険
因
子
」
が
分
か
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
代
表
的
な
も
の
が
、
肥
満
、
高
コ
レ

ス
テ
ロ
ー
ル
血
症
、
喫
煙
、
糖
尿
病
、
高

血
圧
、
加
齢
、
運
動
不
足
、
ス
ト
レ
ス
で

す
。
幸
い
な
こ
と
に
、
加
齢
以
外
は
対
応

で
き
る
も
の
ば
か
り
で
す
が
、
分
か
っ
て

い
て
も
止
め
ら
れ
な
い
と
言
う
の
が
現
実

で
す
。
最
近
で
は
、
動
脈
硬
化
を
き
た
し

た
血
管
が
、前
述
の
因
子
を
是
正
す
る
と
、

若
返
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
が

ん
ば
っ
て
若
返
り
ま
し
ょ
う
。

◆
心
筋
梗
塞
と
狭
心
症
の
違
い
は
？

心
臓
自
身
に
栄
養
を
送
っ
て
い
る
血
管

に
動
脈
硬
化
が
生
じ
、
内な

い

腔く
う

（
血
管
の
内

側
の
空
間
）
が
狭
く
な
る
こ
と
で
運
動
時

に
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
栄
養
を
供
給
で
き
な
く

な
り
、胸
痛
を
生
じ
る
の
が
狭
心
症
で
す
。

一
方
、血
管
が
急
に
閉
塞
し（
詰
ま
り
）、

心
筋
（
心
臓
の
筋
肉
）
が
壊
死

え

し

し
て
し
ま

う
の
が
心
筋
梗
塞
で
す
。
心
筋
が
死
ぬ
こ

と
で
、
致
死
性
不
整
脈
や
重
い
心
不
全
が

生
じ
る
こ
と
が
あ
り
、
３
人
に
１
人
が
亡

く
な
り
ま
す
。

狭
心
症
で
は
心
筋
の
壊
死
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
将
来
心
筋
梗
塞
に
至
る
人
も
お
ら

れ
ま
す
。

◆
15
分
以
上
の
胸
痛
で

心
筋
梗
塞
の
可
能
性

狭
心
症
の
症
状
は
、
安
静
に
す
る
か
、

ニ
ト
ロ
系
の
薬
剤
を
服
用
す
る
こ
と
で
、

数
分
で
著
し
く
よ
く
な
る
か
、
す
っ
か
り

消
え
ま
す
が
、
心
筋
梗
塞
の
場
合
は
症
状

が
続
き
ま
す
。15
分
以
上
続
い
た
場
合
は
、

す
ぐ
に
循
環
器
科
の
あ
る
大
き
な
病
院
の

救
急
を
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。
発
症
か
ら

６
時
間
以
内
で
あ
れ
ば
、
深
夜
で
あ
ろ
う

と
緊
急
カ
テ
ー
テ
ル
検
査
を
行
い
、
詰
ま

っ
た
血
管
の
血
流
を
再
開
す
る
の
が
、
最

先
端
の
治
療
で
す
。

２
時
間
以
内
に
治
療
を
行
う
こ
と
が
で

き
れ
ば
、劇
的
な
効
果
が
期
待
で
き
ま
す
。

そ
の
た
め
昨
年
か
ら
、
彦
根
市
立
病
院
で

は
、
県
下
で
唯
一
、
循
環
器
科
医
師
が
休

日
・
深
夜
を
含
め
、
１
人
以
上
院
内
に
常

駐
す
る
体
制
を
取
っ
て
い
ま
す
。

心
筋
梗
塞
は
致
死
性
の
恐
ろ
し
い
疾
患

で
す
が
、
入
院
し
て
医
師
の
管
理
下
に
あ

る
場
合
の
死
亡
率
は
数
％
で
す
。
疑
わ
し

い
と
き
に
は
深
夜
で
あ
っ
て
も
、
す
ぐ
に

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

介
護
保
険
の
施
設
（
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
、
老
人
保
健
施
設
、
療
養

型
医
療
施
設
）
に
長
期
入
所
（
入
院
）

し
て
い
る
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
人

（
左
の
表
の
Ｂ
、
Ｃ
に
該
当
す
る
人
）

が
、
申
請
に
よ
り
、
食
事
代
の
負
担

額
（
標
準
負
担
額
）
が
減
額
さ
れ
る

制
度
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
現
在
す
で
に
減
額
制
度
を

利
用
し
て
い
る
人
は
、
５
月
31
日
㈪

で
有
効
期
間
が
終
わ
り
ま
す
。
６
月

以
降
も
引
き
続
き
減
額
の
継
続
を
希

望
す
る
と
き
は
、
も
う
一
度
申
請
の

手
続
き
が
必
要
で
す
。
詳
し
く
は
、

介
護
福
祉
課
☎
◯　 23　
９
６
６
０
番
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
◯　26　
１
７
６
８
番
へ
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。

彦根市では、下記の予防接種を、医療
機関に委託して個別予防接種として実施
しています。
赤ちゃんが生後３か月になられるとき、
予防接種の「説明書・予診票つづり」を
郵送しています。予防接種制度について
じゅうぶんにご理解いただき、安全に接
種が受けられるよう注意事項などをよく

読んで、子どもさんの体調のよいときに
受けるようにしてください。
予防接種の種類 下の表のとおり
対　　象 彦根市に住民登録、外国人登
録のある児
実施方法 予約制です。下記の指定医療
機関に、あらかじめ予約してからお出
かけください。
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健康管理だより

橋は
し

本も
と

絢あ

来こ

ち
ゃ
ん

︵
戸
賀
町
︶

松ま
つ

本も
と

唯ゆ
い

花か

ち
ゃ
ん

︵
日
夏
町
︶

徳と
く

永な
が

久く

遠お
ん

ち
ゃ
ん

︵
東
沼
波
町
︶

※臨時の収集については、早めにお申し込みください。（臨時の収集は、原
則として毎週火・金曜日に実施します。）
※収集の状況によって、収集日は３日程度前後することがありますが、ご
了承ください。

６月前半

１日㈫

２日㈬

３日㈭

４日㈮

７日㈪

８日㈫

９日㈬

10日㈭

11日㈮

14日㈪

芹、松原一丁目、松原二丁目、松原（四ッ川）、安清、幸、野田山、
正法寺、地蔵、平田（大沢）、西今、本町一丁目、本町二丁目、本
町三丁目、中央（第１・４部）、銀座、芹橋一丁目、芹橋二丁目
（河原二丁目の一部を含む）、三津屋
松原一丁目、松原二丁目、安清、外、野田山、正法寺、地蔵、芹
橋一丁目、芹橋二丁目（河原二丁目の一部を含む）、西今、三津屋
原（原町西団地）、西沼波（東部）、和田、外、里根、戸賀、小泉、
西今、宇尾、野瀬、開出今、三津屋
山之脇、芹川、幸、大藪、馬場一丁目、馬場二丁目、長曽根、西
今、開出今、須越
幸、芹川、城町一丁目、城町二丁目、栄町一丁目、栄町二丁目、
池州、宇尾、開出今、開出今蔵の町団地、八坂東団地、
須越、三津
後三条（下）、中藪一丁目、中藪二丁目、中藪、長曽根南、宇尾、
甘呂、八坂、開出今蔵の町団地、八坂東団地、海瀬
後三条（下）、中央（第２・第３部）、平田（大沢を除く）、宇尾、
竹ケ鼻、甘呂、八坂、開出今団地（第１部）、開出今団地（第３部）、
八坂北
立花、金亀、尾末、後三条（下）、平田（大沢を除く）、宇尾、
竹ケ鼻、甘呂、八坂、開出今団地（第３部）、八坂北
後三条（下）、佐和、大東、旭、船、立花、京町三丁目、平田（大
沢を除く）、亀山地区、出路、田原、稲部（稲部）、金沢（金沢団
地）、肥田（西肥田）
佐和、立花、京町一丁目、京町二丁目、京町三丁目、後三条（上）、
亀山地区、上稲葉、下稲葉、本庄、普光寺、薩摩、稲部（稲部）、
金沢（金沢団地）、肥田（西肥田）

日・曜日 駐　　　　　車　　　　　場 時　間

巡回日程【６月前半】

図書館休館日
６月前半

７日(月)、１４日(月)
５日(水・祝)、10日(月)

※駐車場での駐車時間は、30～40分間です。

２日㈬

３日㈭

１日㈫

４日㈮

8日㈫

9日㈬

太 平 団 地
東 山 会 館
湖 上 平 団 地 堤 医 院 前
葛 籠 町 公 民 館
高 宮 地 域 文 化 セ ン タ ー
Ｂ Ｓ ア パ ー ト ２ 号 棟

宮 田 町 山 田 神 社
J A 鳥 居 本 支 店
鳥 居 本 高 根 団 地
小 野 こ ま ち 会 館

清 崎 町 ば ん ば
川 瀬 馬 場 町 J A 本 店 前
河 瀬 地 区 公 民 館
多 景 保 育 園 横
長 曽 根 町
彦 根 ニ ュ ー タ ウ ン 中 央 部
楡 公 民 館
昭 和 ア ル ミ 茂 賀 ハ イ ツ
広 　 野 　 会 　 館

１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：３０
１４：２０
１５：１０

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００

１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：２０
１４：１０
１５：００
１３：３０
１４：２０
１５：１０

１０日㈭
鳥 居 本 地 区 公 民 館
小泉町百貨卸センター駐車場（東側）
東 沼 波 町 秋 葉 神 社
旭 森 地 区 公 民 館

１１：００
１３：２０
１４：１０
１５：００
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あなたの好きな彦根の表情を表紙を通
じて紹介してください。写真をお持ちで
ない場合は、 情報政策課広報係で撮影
します。☎22-1411（内線431）へ気軽
に連絡してください。

田植えを待つ苗と馬場さん

表
紙
の
こ
と
ば

馬

場

ば

ん

ば

信の

ぶ

行ゆ

き

さ
ん
︵
南
三
ツ
谷
町
︶

５
月
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
る
と
、
彦
根

市
南
部
の
農
地
で
は
、
実
り
を
迎
え
た
麦

畑
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
減
反
で
米
を
作

ら
な
い
田
で
作
付
け
さ
れ
る
も
の
で
、
表

紙
の
写
真
は
昨
年
の
南
三
ツ
谷
町
の
麦
畑

を
写
し
た
も
の
で
す
。

麦
の
刈
り
入
れ
の
前
に
は
、
田
植
え
前

の
作
業
が
あ
り
ま
す
。
私
は
約
10
年
前
に

一
念
発
起
し
て
、
専
業
で
農
業
を
始
め
ま

し
た
。
米
に
も
、
消
費
の
低
迷
や
国
際
的

な
価
格
競
争
な
ど
が
影
響
し
、
し
だ
い
に

農
家
の
経
営
は
難
し
く
な
っ
て
い
ま
す
。

け
れ
ど
も
、
米
は
生
き
物
で
、
手
を
か
け

れ
ば
か
け
た
だ
け
返
し
て
く
れ
る
の
で
、

農
業
と
い
う
仕
事
に
は
、
ほ
か
の
仕
事
に

な
い
や
り
が
い
を
感
じ
ま
す
。
毎
年
色
々

な
工
夫
を
し
て
、
よ
り
よ
い
米
づ
く
り
を

模
索
す
る
日
々
で
す
。
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今月の納税

固定資産税（第１期）
軽自動車税（全　期）
自 動 車 税〈県　税〉
５月31日㈪までに納めましょう

ひこね第九合唱団

合唱を志す人なら一度は歌ったことのある名曲「大
だい

地
ち

讃
さん

頌
しょう

」を

フルオーケストラをバックに歌ってみませんか

参加資格 練習（９月から毎月３～４回、日曜日・祝日な
どの18：30～21：00）に参加できる人
※初心者を歓迎します（初心者向けの指導をします）
※楽譜は「カワイ出版」版を使います。
（希望者には実費であっせんします。）
参 加 費 3,000円
申込期限 ７月31日㈯
申込方法 申込用紙（ひこね市文化プラザ、市役所１階受
付、支所・各出張所、各地区公民館、市民会館、みずほ
文化センターにあります）に必要事項を記入して、最寄
りの郵便局で振り込みの手続きをしてください。

ひこね第九オーケストラ

募集パート ヴァイオリン、ヴィオラ、チェロ、コントラ
バス、管楽器
募集人員 各パート若干人（管楽器の募集パートは簡単な
オーディションをします）
※申込方法、参加費、練習日、練習場所など詳しいことは、
ひこね市文化プラザ☎26-8601へお問い合わせくださ
い。

◆第７回ひこね市民手づくり第九演奏会のホームページを開設しました　http://www.geocities.co.jp/MusicHall/4122/

第７回
ひこね市民手づくり第九演奏会
演奏会の日時 12月12日㈰ 14：00～

場所 ひこね市文化プラザ　グランドホール
演奏曲目 ベートーヴェン作曲　交響曲第９番ニ短調

「合唱付き」
〈アンコール予定曲〉

カンタータ『土の歌』から『大
だい

地
ち

讃
さん

頌
しょう

』
指揮 横

よこ

島
しま

勝
かつ

人
と

さん
独唱 日

ひ

紫
し

喜
き

恵
え

美
み

さん（ソプラノ）
福
ふく

原
はら

寿
す

美
み

枝
え

さん（アルト）
行
ぎょう

天
てんよし

晃
あき

さん（テナー）
花
か

月
げつ

真
まこと

さん（バリトン）
合唱指導 磨

とぎ

谷
や

真
ま

理
り

さん
問い合わせ先 ひこね市民手づくり第九演奏会実行委員会
（ひこね市文化プラザ内）☎26-8601、FAX26-8602

６月１日実施

事業所・企業統計調査
商 業 統 計 調 査

サービス業基本調査
全国すべての民営事業所を対象に実施され
ます。５月中旬から調査員がお伺いしますの
で、ご協力をお願いします。
総務省　経済産業省　滋賀県　彦根市

問い合わせ先 企画課☎22-1411（内線417）
FAX22-1398

▼

▼

▼


